
（２）
周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。）の総和が左右眼それぞれ８０度以下かつ両眼中心視野角度
（Ⅰ／２視標による。）が５６度以下になっている、又は両眼開放視認点数が７０点以下かつ両
眼中心視野視認点数が４０点以下になっている

福祉施設への入所の状況

障がい等の状況についての申告書

５

（１４）

１から３以外の身体若しくは精神の障がいの状況

脊柱の機能に著しい障がいを残している

（１）～（２１）の他、身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複している

（４）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第
１項に規定する障がい福祉サービス事業を行う施設又は同条第11項に規定する障がい者支援施設
へ入所している

〇

（１） 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第２項に規定する救護施設へ入所している

（２）

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助
事業を行う住居、同法第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の５に規定する特別養
護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第１項に規定する有料
老人ホームへ入居又は入所している

（３）
介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に
規定する介護医療院へ入所している

（２０）

（２１）

（２２）

（２３） 満７５歳以上であり、身体の機能が低下しており、農業に従事することが困難である

（１３）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１）

（１２）

（１５）

（１６）

４

両足の足指の全部の機能を廃している

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障がいを残している

咀嚼及び言語の機能に著しい障がいがある

精神に著しい障がいがある

神経系統の機能に著しい障がいがある

胸腹部臓器の機能に著しい障がいがある

上肢又は下肢の全部又は一部を喪失している

一上肢又は一下肢の機能を全廃している

一上肢の三大関節のうち、二関節の機能を廃している

両手の手指又は両足の足指の全部又は一部を喪失している

両手の母指、示指又は中指の機能を廃している

一手の母指及び示指の機能を廃している

母指又は示指を含めて一手の三指の機能を廃している

体幹の機能に座っていること、立ち上がっていること又は歩くことができない程度の障がいを有
している

（１７）

（１８）

（１９）

一下肢の三大関節のうち、二関節の機能を廃している

両耳の聴力レベルが９０デシベル以上になっている

平衡機能に著しい障がいがある

咀嚼又は言語の機能を廃している

要介護認定（要介護状態区分５のもの）を受けていること

番号 項　目

３

（１） 両眼の視力が０．１以下になっている

添付資料

精神障がい者保健福祉手帳（１級）の交付を受けていること

身体障がい者手帳（１級又は２級）の交付を受けていること
　手帳に記載された障がい名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１

２ 該当する障がい等

の番号に○を記載

してください。

障がい等の状態を証明する書類

（障がい者手帳の写し、医師の診

断書等）を添付し、添付資料欄に

○を記載してください。


